
意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

1 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ

１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｂ７－１４０ マニキュア用具 
 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｂ７－１４０ 全 マニキュア用具 

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｂ３－４５ つめ飾り 

Ｋ１－２８２ やすり 

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

マニキュア用ナイフ マニキュア用皮押し マニキュア用やすり 

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

○手足の爪の化粧に使用する用具で、つめきり（Ｂ７－１４１０～１４２）以外のものを分類する。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

○ 爪切りはＢ７－１４１０～１４２へ。 

○ つめ洗いブラシを除く。Ｃ４－１００（身体清浄用品）へ。 

○ つけ爪、つめ用装飾具はＢ３－４５（つめ飾り）へ。 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ
１０ 

過去に分類した物品の名称 

つめ用ヤスリ   

   

 

B7-140 登録 1158741 
マニキュア用やすり 

B7-140 登録 1156236 
爪用甘皮処理具 

B7-140 登録 1092103 
つめ乾燥機 


